
は
じ
め
に

斎
宮
と
は
、
天
皇
に
代
わ
っ
て
伊
勢
神
宮
に
奉
仕
す
る
未
婚
の
皇
族

女
性
を
い
う
。
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
候
補
と
な
る
内
親
王
も
し
く

は
女
王
の
な
か
か
ら
一
人
が
卜
定
さ
れ
、
基
本
的
に
は
そ
の
天
皇
一
代

の
間
神
に
仕
え
る
こ
と
と
な
る
。

斎
宮
は
そ
の
天
皇
の
譲
位
・
崩
御
、
斎
宮
の
親
族
の
死
に
よ
る
服
喪

に
よ
っ
て
交
代
す
る
が
、
斎
宮
と
な
っ
た
女
性
は
不
憫
な
生
涯
を
お
く

る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
聖
武
天
皇
皇
女
の
井
上
内
親
王
は
斎
宮
退

下
後
に
光
仁
皇
后
と
な
る
が
、
天
皇
を
呪
詛
し
た
と
し
て
廃
さ
れ
、
幽

閉
さ
れ
た
の
ち
そ
の
ま
ま
獄
死
し
た
。
こ
う
ま
で
悲
劇
的
な
例
は
他
に

は
み
ら
れ
な
い
が
、
前
斎
宮
は
い
ず
れ
も
様
々
な
形
で
斎
宮
で
あ
っ
た

が
故
に
も
た
ら
さ
れ
る
行
動
の
制
約
を
受
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ

れ
ら
の
制
約
の
な
か
で
も
と
く
に
斎
宮
退
下
後
の
恋
愛
面
に
注
目
し
、

斎
宮
を
経
験
し
た
女
性
の
恋
愛
に
対
す
る
周
囲
の
人
々
の
禁
忌
意
識
と

政
治
的
な
思
惑
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

婚
姻
が
恋
愛
を
前
提
と
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
婚
姻
に

は
女
性
の
側
に
、
相
手
に
対
す
る
恋
愛
感
情
あ
る
い
は
肯
定
的
感
情
、

あ
る
い
は
逆
に
特
別
の
好
意
を
抱
く
こ
と
の
な
い
受
け
入
れ
、
さ
ら
に

は
拒
絶
し
た
い
気
持
ち
を
隠
し
て
の
受
諾
な
ど
、
何
ら
か
の
感
情
が
伴

う
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
前
斎
宮
の
性
愛
に
向
け
ら
れ
た
視
線
を
問
題

に
す
る
の
で
、
便
宜
上
、｢

恋
愛｣

の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

制
度
上
、
前
斎
宮
の
恋
愛
は
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
斎
宮
を
退
下
し
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斎
宮
の
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愛
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忌
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と
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『

栄
花
物
語』

当
子
内
親
王
密
通
記
事
の
検
討
を
中
心
に

林

優

衣



た
後
に
入
内
・
降
嫁
し
た
人
物
も
い
る
。
入
内
し
た
斎
宮
は
、
先
述
の

光
仁
皇
后
井
上
内
親
王
は
じ
め
と
し
て
、
桓
武
妃
酒
人
内
親
王
・
平
城

妃
朝
原
内
親
王
・
村
上
女
御
徽
子
女
王
・
光
厳
妃
懽
子
内
親
王
の
五
人
、

降
嫁
し
た
斎
宮
は
、
藤
原
師
輔
室
雅
子
内
親
王
・
藤
原
教
通
室
�
子
女

王
の
二
人
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
実
ら
な
か
っ
た
恋
も
あ
る
。
芝
野
眞
理
子
氏
は

｢

単
に
そ
の
娘
時
代
の
あ
る
時
期
、
斎
宮
、
斎
院
の
職
に
あ
っ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
神
に
奉
仕
す
る
立
場

に
あ
っ
た
も
の
は
、
た
と
え
退
下
し
て
も
そ
の
立
場
を
守
り
ぬ
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
、
そ
の
こ
と
が
彼
女
ら
の
人
生
、
と
り
わ
け

結
婚
と
い
う
場
合
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た｣
と
し
て
、
斎
宮
を
退
下

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
つ
て
の
立
場
を
持
ち
出
さ
れ
、
そ
の
恋
愛
を

阻
ま
れ
る
風
潮
も
や
は
り
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る

(

１)

。

歴
史
上
、
前
斎
宮
の
実
ら
な
か
っ
た
恋
の
ひ
と
つ
に
、
三
条
天
皇

(

以
下
、
本
論
中
で
の
表
記
を
統
一
す
る
た
め
、
三
条
天
皇
譲
位
後
で

も

｢

三
条
天
皇｣

と
表
記
す
る)

の
斎
宮
当
子
内
親
王
と
藤
原
道
雅
の

密
通
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
検
討
作
業
の
中
心
と
す
る
の
は
、

こ
の
恋
愛
の
顛
末
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
た
の
か
、

記
録
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
価
値
観
・
意
図
の
検
討
で
あ
る
。
そ
れ
に
基

づ
い
て
前
斎
宮
の
恋
愛
に
対
す
る
制
約
の
実
態
と
記
録
の
さ
れ
方
と
の

関
係
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

当
子
内
親
王
と
藤
原
道
雅
の
密
通
の
経
緯
を
、『

栄
花
物
語』

に
沿
っ

て
簡
潔
に
確
認
し
て
お
く
。

当
子
内
親
王
が
帰
京
し
て
か
ら
、
彼
女
の
も
と
に
藤
原
道
雅
が
通
っ

て
い
る
と
い
う
噂
が
立
っ
た
。
こ
の
噂
が
三
条
天
皇
の
耳
に
も
入

る
と
、
こ
れ
は
乳
母
の
は
か
ら
い
に
違
い
な
い
と
し
て
三
条
天
皇

は
た
い
そ
う
立
腹
し
、
乳
母
は
暇
を
だ
さ
れ
た
。
こ
の
一
件
で
、

三
条
天
皇
の
病
状
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
当
子
内
親
王
は
斎
宮
を
退
下
し
た
後
で
あ
る
た
め
、

必
ず
し
も
そ
の
恋
愛
は
憚
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
三
条
天
皇

の
怒
り
は
傍
の
者
が
い
た
た
ま
れ
な
く
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
当

子
内
親
王
は
心
を
痛
め
て
、
つ
い
に
は
自
ら
髪
を
お
ろ
し
て
し
ま
っ

た
。

当
子
内
親
王
は
三
条
天
皇
第
一
皇
女
、
母
は
左
大
将
藤
原
済
時
の
娘

�
子
で

(
系
図
一
参
照)

、
寛
弘
八

(

一
〇
一
一)

年
の
三
条
天
皇
即

位
に
伴
っ
て
内
親
王
宣
下
を
受
け
た
。
長
和
元

(

一
〇
一
二)

年
に
斎
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宮
と
な
る
が
、
同
五(

一
〇
一
六)

年
に
三
条
天
皇
が
譲
位
し
た
た
め
、

斎
宮
を
退
下
し
帰
京
し
た
。
三
条
天
皇
は
寛
仁
元

(

一
〇
一
七)

年
に

崩
御
し
、
同
年
当
子
内
親
王
は
出
家
し
た
。
な
お
、
当
子
内
親
王
の
出

家
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る

(

２)

。

道
雅
は
非
参
議
従
三
位
か
つ
中
関
白
家
出
身
で
あ
り
家
柄
も
悪
く
は

な
い
が

(

系
図
二
参
照)
、
当
子
内
親
王
と
の
関
係
が
三
条
天
皇
の
怒

り
に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
中
関
白
家
は
凋
落
し
、

そ
の
後
の
摂
関
家
の
主
導
権
は
、
道
長
家
に
移
っ
て
い
た
。

前
斎
宮
が
降
嫁
し
た
前
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
三
条
天
皇
は
激
怒
し
た
の
か
。『

栄
花
物
語』

で
は
三
条
天
皇
の

怒
り
の
さ
ま
が
執
拗
に
描
か
れ
て
お
り
、
単
純
に
前
斎
宮
と
い
う
身
で

あ
る
が
故
に
恋
愛
が
許
せ
な
か
っ
た
た
め
の
怒
り
と
は
捉
え
難
い
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
三
条
天
皇
は
ふ
た
り
の
仲
を
決
し
て
許
さ
な
か
っ

た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
道
長
家
の
意
向
が
ど
う
働
い
て
い
た
の
か
も
興

味
深
い
。

『

栄
花
物
語』

を
軸
に
三
条
天
皇
の
怒
り
の
原
因
を
探
り
つ
つ
、
三

条
天
皇
没
後
に
当
子
内
親
王
が
道
雅
に
降
嫁
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
の

か
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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第
一
章

斎
宮
の
恋
愛
・
密
通
の
事
例

第
一
節

前
斎
宮
の
恋
愛
を
禁
忌
と
す
る
考
え

ま
ず
は
、
一
般
的
に
前
斎
宮
の
恋
愛
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
斎
宮
ま
た
は
前
斎
宮
の
恋
愛
・
密
通
の
事

例
を
検
討
し
て
い
く
。

『

十
訓
抄』

五
ノ
十
に
は
花
山
天
皇
の
斎
宮
済
子
女
王
と
野
宮
警
護

の
武
士
平
致
光
の
密
通
記
事
が
み
え
る
。
続
い
て
五
ノ
十
一
に
は
当
子

内
親
王
と
藤
原
道
雅
の
密
通
記
事
が
描
か
れ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
記
事

か
ら
斎
宮
在
任
時
と
斎
宮
退
下
後
の
比
較
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

史
料
１

『

十
訓
抄』

五
ノ
十

寛
和
の
斎
宮
、
野
宮
に
お
は
し
け
る
に
、
公
役
滝
口
平
致
光
と
か

や
い
ひ
け
る
も
の
に
名
立
ち
給
ひ
て
、
群
行
も
な
く
て
、
す
た
れ

給
ひ
け
り
。

そ
れ
よ
り
野
宮
の
公
役
は
と
ど
ま
り
に
け
る
。

史
料
２

『

十
訓
抄』

五
ノ
十
一

三
条
院
皇
女
、
前
斎
宮
も
道
雅
三
位
に
あ
ひ
給
ひ
て
、
世
の
人
知

る
ほ
ど
に
な
り
に
け
れ
ば
、
御
髪
お
ろ
し
給
ひ
に
け
り
。
三
位
、

帥
内
大
臣
の
御
子
な
れ
ば
、
致
光
に
は
似
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
も
、

す
べ
て
あ
る
ま
じ
き
御
振
舞
な
り
。

現
役
の
斎
宮
で
あ
っ
た
済
子
女
王
は
、
こ
の
密
通
が
原
因
で
群
行

(

伊
勢
下
向)

す
る
こ
と
な
く
斎
宮
を
廃
さ
れ
た
。
道
雅
の
密
通
に
つ

い
て
は
斎
宮
在
任
中
で
は
な
い
こ
と
と
、
ふ
た
り
の
身
分
に
つ
い
て
比

較
し
て
、｢

致
光
に
は
似
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
も｣

と
し
な
が
ら
も

｢

あ
る
ま
じ
き
御
振
舞｣

と
し
て
お
り
、
前
斎
宮
の
恋
愛
は
禁
忌
と
す

る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『

源
氏
物
語』

に
は
、
朱
雀
院
と
秋
好
中
宮

(

あ
き
こ
の
む
ち
ゅ
う

ぐ
う
、
朱
雀
天
皇
の
斎
宮
、
退
下
後
冷
泉
天
皇
の
女
御
、
の
ち
中
宮
と

な
る)

の
恋
愛
が
描
か
れ
る
。
朱
雀
院
は
自
身
の
斎
宮
で
あ
っ
た
秋
好

中
宮
に
想
い
を
寄
せ
て
い
た
が
、
斎
宮
退
下
後
に
秋
好
中
宮
は
冷
泉
天

皇
に
入
内
し
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
に
朱
雀
院
が
秋
好
中
宮
に
贈
っ
た

歌
で
は
、｢
別
れ
の
御
櫛｣

を
行
っ
た
ふ
た
り
が
一
緒
に
な
る
こ
と
を
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神
が
許
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る

(

３)

。

前
斎
宮
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
悲
恋
に
終
わ
っ
た
文
学
作
品
が
つ
く

ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
前
斎
宮
の
降
嫁
の
事
例
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に

二
例
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
や
は
り
前
斎
宮
の
恋
愛
を
好
ま
し

く
な
い
も
の
と
す
る
考
え
は
一
般
的
に
存
在
し
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ

う
。

第
二
節

『

伊
勢
物
語』

に
み
る
斎
宮
の
密
通

『

伊
勢
物
語』

は
斎
宮
の
密
通
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
最
も
著
名
な
作

品
で
あ
る
。
第
六
十
九
段

｢

狩
の
使｣

に
は
清
和
天
皇
の
斎
宮
恬
子
内

親
王
と
在
原
業
平
の
密
通
が
描
か
れ
る
。
ゆ
え
に

『
伊
勢
物
語』

の
題

名
の
由
来
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

史
料
３

『

伊
勢
物
語』

第
六
十
九
段

｢

狩
の
使｣

二
日
と
い
ふ
夜
、
男
、
わ
れ
て｢

あ
は
む｣

と
い
ふ
。
女
も
は
た
、

い
と
あ
は
じ
と
も
思
へ
ら
ず
。
さ
れ
ど
、
人
目
し
げ
け
れ
ば
、
え

あ
は
ず
。
使
ざ
ね
と
あ
る
人
な
れ
ば
、
遠
く
も
宿
さ
ず
。
女
の
ね

や
近
く
あ
り
け
れ
ば
、
女
、
人
を
し
づ
め
て
、
子
一
つ
ば
か
り
に
、

男
の
も
と
に
来
た
り
け
り
。
男
は
た
、
寝
ら
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
外

の
方
を
見
い
だ
し
て
ふ
せ
る
に
、
月
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、
小
さ
き

童
を
さ
き
に
立
て
て
人
立
て
り
。
男
、
い
と
う
れ
し
く
て
、
わ
が

寝
る
所
に
率
て
入
り
て
、
子
一
つ
よ
り
丑
三
つ
ま
で
あ
る
に
、
ま

だ
何
ご
と
も
語
ら
は
ぬ
に
か
へ
り
に
け
り
。
男
、
い
と
か
な
し
く

て
、
寝
ず
な
り
に
け
り
。
つ
と
め
て
、
い
ぶ
か
し
け
れ
ど
、
わ
が

人
を
や
る
べ
き
に
し
あ
ら
ね
ば
、
い
と
心
も
と
な
く
て
待
ち
を
れ

ば
、
明
け
は
な
れ
て
し
ば
し
あ
る
に
、
女
の
も
と
よ
り
、
詞
は
な

く
て
、君

や
来
し
わ
れ
や
ゆ
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝

て
か
さ
め
て
か

男
、
い
と
い
た
う
泣
き
て
よ
め
る
、

か
き
く
ら
す
心
の
や
み
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
つ
と
は
今
宵

さ
だ
め
よ

と
よ
み
て
や
り
て
、
狩
に
い
で
ぬ
。

こ
の
話
に
つ
い
て
研
究
者
の
間
で
は
史
実
説
と
虚
構
説
ふ
た
つ
の
立

場
が
あ
る
が

(

４)

、『

伊
勢
物
語』

の
古
注
類
は
こ
の
話
を
真
実
と
し
、
高

階
氏
系
図
・
本
朝
後
胤
紹
運
録
な
ど
に
は
恬
子
内
親
王
と
業
平
の
子
ま

で
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
以
下
に
み
る
よ
う
に

『

栄
花
物
語』
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で
は
史
実
と
前
提
し
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語』

は
斎
宮
在
任
中
の
密
通
を
描
い
て
お
り
、
当
然
そ
の

行
為
は
非
難
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
作
中
に
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
は
み
ら
れ
な
い
。
あ
る
の
は
男
と
女
の
逢
瀬
は
人
目
を
は
ば
か

る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
後
に
つ
く
ら

れ
た
物
語
に
お
い
て
、
斎
宮
の
恋
愛
を
描
く
場
合
に

『

伊
勢
物
語』

を

想
起
さ
せ
る
も
の
は
多
い
。
こ
の
点
か
ら
、
恋
愛
と
禁
忌
の
結
び
つ
き

が
作
品
を
い
っ
そ
う
盛
り
上
げ
る
要
素
に
な
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
厳
密
に
は
禁
忌
の
恋
愛
と
ま
で
い
え
な
い
前
斎
宮

の
場
合
に
お
い
て
も
、
恋
愛
が
禁
忌
で
あ
る
よ
う
に
描
く
こ
と
で
作
品

を
い
っ
そ
う
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
勝
亦
志
織
氏
は
、
物
語
上

の
前
斎
宮
に
つ
い
て

｢

禁
忌
の
恋
の
相
手
と
し
て
造
型
さ
れ
つ
つ
も
、

実
際
に
は
小
事
で
終
わ
る
相
手｣

と
し
て
描
か
れ
る
と
指
摘
し
て
い

る

(

５)

。と
こ
ろ
で
、『

伊
勢
物
語』

第
六
十
九
段
は
、
女
性
が
男
性
を
訪
ね

る
と
い
う
特
殊
な
形
を
と
っ
て
お
り
、
榎
村
寛
之
氏
は
こ
の
章
段
を
天

皇
に
よ
る
斎
宮
の
発
遣
儀
礼
の
再
現
と
み
て
い
る

(

６)

。
斎
宮
の
発
遣
儀
礼

は
、
斎
宮
が
女
性
た
ち
を
先
に
立
て
、
夜
に
大
極
殿
の
平
座
で
待
つ
天

皇
の
も
と
を
訪
れ
る
形
式
を
と
る
。
こ
の
章
段
で
は
、
斎
宮
が
女
童
を

先
に
立
て
、
夜
に
寝
床

(

平
座)

で
待
つ
在
原
業
平

(

天
皇
に
な
る
可

能
性
の
あ
っ
た
男)

の
も
と
を
訪
れ
る
シ
ー
ン
を
描
い
て
お
り
、
氏
は

こ
こ
に
発
遣
儀
礼
の
反
映
を
み
て
い
る
。

斎
宮
の
密
通
が
、
時
に
王
権
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
可
能

性
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

第
三
節

前
斎
宮
の
降
嫁
を
可
能
と
す
る
条
件

朱
雀
天
皇
の
斎
宮
で
醍
醐
天
皇
皇
女
の
雅
子
内
親
王
と
藤
原
時
平
の

子
藤
原
敦
忠
は
、
雅
子
内
親
王
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
る
以
前
か
ら
親
密

な
関
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、『

敦
忠
集』

に
卜
定
以
前
の
ふ
た
り
の

や
り
と
り
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
斎

宮
に
な
る
条
件
は
未
婚
の
皇
女
で
あ
る
た
め
雅
子
内
親
王
が
ふ
さ
わ
し

い
と
は
思
え
な
い
。
雅
子
内
親
王
の
斎
宮
卜
定
は
不
自
然
に
行
わ
れ
て

お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
久
徳
高
文
氏
は

｢

敦
忠
と
の
恋
を
潰
そ
う

と
す
る
力
、
敦
忠
が
皇
女
の
婿
に
な
る
こ
と
を
不
利
益
と
す
る
力
が
、

は
た
ら
い
て
い
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
藤
原
家
内
部
に
暗
く
澱
む
派

閥
次
元
の
政
治
的
策
謀
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る｣

と
述
べ
る

(

７)

。
斎
宮

の
卜
定
に
は
度
々
こ
の
よ
う
な
政
治
的
介
入
が
み
ら
れ
る
。

結
局
、
承
平
六

(

九
三
六)

年
、
雅
子
内
親
王
は
母
の
喪
に
よ
っ
て
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四
年
ほ
ど
で
退
下
し
、
ふ
た
り
の
関
係
は
復
活
し
た
。
前
斎
宮
で
あ
る

雅
子
内
親
王
と
敦
忠
と
の
関
係
を
批
判
す
る
よ
う
な
史
料
は
と
く
に
み

ら
れ
な
い
も
の
の
、
結
局
、
雅
子
内
親
王
は
藤
原
師
輔
に
降
嫁
す
る

(

８)

。

詳
細
な
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

師
輔
は
忠
平
の
子
で
あ
り
そ
の
身
分
・
立
場
が
摂
関
家
傍
系
で
あ
る
敦

忠
に
優
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

(

系
図
三
参
照)

。

師
輔
は
承
平
五

(

九
三
五)
年
に
二
十
八
歳
で
参
議
従
四
位
下
、
敦

忠
は
天
慶
二

(

九
三
九)

年
に
三
十
四
歳
で
参
議
従
四
位
上
と
な
っ
て

い
る
。
師
輔
室
勤
子
内
親
王
は
天
慶
元

(
九
三
八)

年
に
薨
去
し
て
お

り
、
雅
子
内
親
王
と
師
輔
の
結
婚
は
そ
の
あ
と
に
な
る
。
結
婚
を
同
二

年
と
仮
定
す
る
と
、
師
輔
は
権
中
納
言
従
三
位
で
や
は
り
そ
の
差
は
歴

然
で
あ
る
。
ま
た
、
父
忠
平
は
こ
の
と
き
摂
政
・
太
政
大
臣
従
一
位
で

あ
っ
た

(

以
上

『

公
卿
補
任』

よ
り)

。
父
親
の
権
威
も
含
め
て
降
嫁

に
は
申
し
分
の
な
い
立
場
で
あ
ろ
う
。
雅
子
内
親
王
の
師
輔
へ
の
降
嫁

に
は
、
前
斎
宮
を
傍
系
に
渡
し
た
く
な
い
と
い
う
政
治
的
思
惑
も
絡
ん

で
い
た
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
師
輔
は
の
ち
に
康
子
内
親
王
と
の
私
通
に
お
い
て
、｢

御
お

ぼ
え
の
か
ぎ
り
な
き
に
よ
り
て｣

お
咎
め
な
し
と
な
っ
て
い
る

(

９)

。
師
輔

ほ
ど
の
地
位
が
あ
れ
ば
、
前
斎
宮
と
の
恋
愛
に
難
色
を
示
す
者
は
あ
ら

わ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
斎
宮
の
降
嫁
に
お
い
て
、
相
手
の

社
会
的
地
位
が
重
要
な
役
割
を
し
め
て
い
た
と
結
論
で
き
よ
う
。

第
二
章

皇
女
降
嫁
へ
の
三
条
天
皇
の
期
待

先
に
前
斎
宮
の
恋
愛
の
成
否
は
相
手
男
性
の
社
会
的
地
位
に
よ
っ
て

左
右
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
当
子
内
親
王
の
場
合
は
ど
う

か
。
非
参
議
従
三
位
の
道
雅
は
前
斎
宮
が
降
嫁
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

身
分
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
子
内
親
王
密
通
事
件
以
前
に
降
嫁
し

た
前
斎
宮
は
藤
原
師
輔
室
雅
子
内
親
王
の
み
で
あ
る
。
結
論
を
出
す
の

に
師
輔
と
道
雅
を
比
較
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
当
子
内
親

王
は
前
斎
宮
で
あ
る
以
前
に
内
親
王
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
皇
女

の
降
嫁
の
事
例
を
み
て
い
き
た
い
。

継
嗣
令
に
よ
っ
て
内
親
王
の
結
婚
は
制
限
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
規
定
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表
一

皇
女
降
嫁
時
の
官
位

兼
家

顕
光

師
氏

師
輔

名
前

保
子

盛
子

靖
子

康
子

雅
子

勤
子

皇
女

寛
和
二
？

(

九
八
五)

貞
元
二
？

(

九
七
七)

延
長
八
頃

(

九
三
〇)

天
暦
九

(

九
五
五)

天
慶
二
？

(
九
三
九)

天
慶
元

(

九
三
八)

容
認
年

右
大
臣

↓
摂
政
正
二
位

権
中
納
言

従
三
位

↓
正
三
位

従
五
位
下

(

延
長
六)

右
大
臣

従
二
位

権
中
納
言

従
三
位

権
中
納
言

従
三
位 官

位

天
徳
四
没

※(

右
大
臣
正
二
位)

関
白

太
政
大
臣

従
一
位

摂
政

左
大
臣

正
二
位

天
暦
三
没

※(

関
白
太
政
大
臣
従
一
位)

摂
政

太
政
大
臣

従
一
位

摂
政

太
政
大
臣

従
一
位

父
の
官
位

※

時
期
不
明
。

『

栄
花
物
語』

に
よ
る
と
寛
和
二
年
こ
の
年
外
孫
皇
太
子
踐
祚
。

時
期
不
明
。

所
生
重
家
の
生
年
は
貞
元
二
年
。

こ
の
年
異
例
の
加
級
。

延
長
八
年
に
内
親
王
宣
下
、
お
そ
ら
く
結
婚
は
こ
の
あ
と
。

『

大
鏡』

裏
書

｢

同
九
年
配
右
大
臣｣

第
一
章
第
三
節
参
照
。

『

一
代
要
記』

｢

天
慶
元
年
配
中
納
言
師
輔｣

備

考

※
容
認
時
の
父
の
官
位
。
父
が
す
で
に
没
し
て
い
る
場
合
、
没
年
の
官
位
を
※(

)

で
示
し
た
。



が
緩
め
ら
れ
て
も
な
お
降
嫁
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
賜
姓
源
氏

以
外
で
藤
原
氏
に
降
嫁
し
た
皇
女
は
勤
子
・
雅
子
・
康
子
・
靖
子
・
盛

子
・
保
子
の
六
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
帝
・
先
帝
に
よ
る
降
嫁
の
裁
可

は
な
く
、
の
ち
に
容
認
さ
れ
て
い
る
。

表
一
は
皇
女
降
嫁
時
に
お
け
る
配
偶
者
の
官
位
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
師
氏
を
除
い
て
、
皆
参
議
従
三
位
以
上
で
あ
る
。
表
二
に
道
雅

の
経
歴
を
ま
と
め
た
が
そ
の
官
位
の
差
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
、
皇

女
降
嫁
時
の
父
親
の
立
場
を
み
て
い
く
。
軒
並
み
正
二
位
以
上
、
さ
ら

に
摂
政
・
関
白
に
つ
い
て
い
る
者
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
降
嫁
時
の
自

身
の
官
位
が
低
か
っ
た
師
氏
も
父
親
忠
平
は
摂
政
・
左
大
臣
・
正
二
位

で
高
い
位
に
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
雅
の
父
伊
周
は
花
山

院
暗
殺
未
遂
事
件
、
東
三
条
院
呪
詛
の
噂
に
よ
っ
て
長
徳
二(

九
九
六)

年
に
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
。
翌
年
に
召
還
さ
れ
た
と
は
い
え
、

そ
の
身
は
も
は
や
今
後
の
栄
達
を
望
め
な
い
立
場
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、

道
雅
は
自
身
の
立
場
と
中
関
白
家
の
立
場
、
い
ず
れ
か
ら
し
て
も
三
条

天
皇
か
ら
降
嫁
の
容
認
を
得
る
の
は
難
し
い
地
位
に
あ
っ
た
。

一
方
、
三
条
天
皇
は
即
位
し
て
以
来
、
敦
成
親
王
の
早
い
即
位
を
も

く
ろ
む
道
長
に
圧
迫
さ
れ
続
け
て
い
た
。
長
和
四

(

一
〇
一
五)

年
、

三
条
天
皇
は
第
二
皇
女
の
�
子
内
親
王
を
藤
原
頼
通
に
降
嫁
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
こ
の
年
、
頼
通
は
二
十
四
歳
で
権
大
納
言
正
二
位
・
春
宮
権

大
夫
・
左
近
衛
大
将
の
地
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
縁
談
に
つ
い
て
藤
原
実

資
は
次
の
よ
う
に
強
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

史
料
４

『

小
右
記』

・
長
和
四
年
十
月
二
日
条

主
上
密
々
被
仰
云
、
日
来
左
大
臣
頻
責
催
譲
位
事
、
太
奇
事
也
、

又
云
、
当
時
宮
達

(

敦
明
・
敦
儀
・
敦
平
・
師
明
親
王)

不
可
奉

立
東
宮
、
依
不
可
堪
其
器
、
故
院
三
宮

(

敦
良
親
王)

足
為
東
宮

者
、
於
吾
前
所
定
如
此
、
左
右
思
慮
何
為
、
至
今
譲
位
事
都
思
留

了
、
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表
二

道
雅
の
経
歴

天
喜
二(

一
〇
五
四)

永
承
六(

一
〇
五
一)

寛
徳
二(

一
〇
四
五)

長
暦
二(

一
〇
三
八)

万
寿
三(

一
〇
二
六)

長
和
五(
一
〇
一
六)
年

六
十
三

六
十
五
十
四

四
十
七

三
十
五

二
十
五
歳

七
月
十
日
出
家
、
同
二
十
日
没

非
参
議
、
従
三
位
、
左
京
大
夫
、
備
中
権
守

非
参
議
、
従
三
位
、
左
京
大
夫

非
参
議
、
従
三
位
、
右
京
権
大
夫
、
丹
波
権
守

非
参
議
、
従
三
位
、
伊
予
権
守
、
左
近
中
将
、
右
京
権
大
夫

非
参
議
、
従
三
位
、
左
近
中
将
、
伊
予
権
守

官

位



・
長
和
四
年
十
月
十
五
日
条

(

�)

主
上
以
女
二
宮

(

�
子
内
親
王)

可
合
権
大
納
言
頼
通
之
由
、
被

仰
左
相
府
、
但
有
妻
如
何
、
相
府
申
云
、
至
有
仰
事
不
可
申
左
右

者
、
①

御
恙
間
深
依
貪
給
寶
位
思
食
事
、
恐
偏
有
御
好
�
、
可
悲
々

々
、
可
弾
指
々
々
、

・
長
和
四
年
十
一
月
十
五
日
条

左
大
将
可
被
合
女
二
宮
之
事
、
更
不
可
知
、
雖
有
仰
事
、
不
申
左

右
、
大
将
妻
母
尼
聞
之
、
水
漿
不
受
、
流
涙
悲
泣
云
々
、
□
者
主

上
思
立
事
也
、
②

所
被
仰
之
例
、
故
北
宮
例
云
々
、
奇
也
、
恠
也
、

邑
上
先
帝
不
知
食
之
事
也
、
③

李
部

(
敦
明
親
王)

可
立
給
太
子

之
御
計
云
々
、

三
条
天
皇
は
、
道
長
が
東
宮
は
敦
良
親
王
に
す
べ
き
と
進
言
し
た
こ

と
に
対
し
て
立
腹
し
、
譲
位
の
意
向
を
撤
回
し
た

(

十
月
二
日
条)
。

実
資
は
、
そ
の
数
日
後
に
持
ち
上
が
っ
た
�
子
内
親
王
と
頼
通
の
縁
談

に
つ
い
て
、
病
悩
の
な
か
在
位
期
間
を
延
ば
す
た
め

(

傍
線
部
①)

で

あ
る
と
し
て
、
も
し
く
は
敦
明
親
王
を
立
太
子
さ
せ
る
た
め
の
策
略
と

の
噂
を
記
し
て

(

傍
線
部
③)

批
判
し
て
い
る
。

三
条
天
皇
は
、
�
子
内
親
王
の
降
嫁
を
通
し
て
道
長
と
の
関
係
を
良

好
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
な
ら
び
に
道
長
女
妍
子
所
生
の
禎
子

に
比
べ
弱
い
立
場
に
あ
っ
た
�
子
内
親
王
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
狙
っ

た
が
、
破
談
に
終
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
傍
線
部
②
は
醍
醐
天
皇
皇
女

康
子
内
親
王
と
藤
原
師
輔
の
降
嫁
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る

(

�)

。

こ
こ
か
ら
、
皇
女
降
嫁
に
お
け
る
帝
・
先
帝
の
裁
可
の
有
無
に
つ
い

て
の
関
心
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
帝
・
先
帝
が
皇
女
の
父
親
で
な
い

場
合
で
も
裁
可
の
有
無
を
気
に
す
る
よ
う
で
あ
る
。
皇
后
腹
皇
女
で
あ

る
�
子
内
親
王
が
父
帝
の
裁
可
を
得
た
上
で
降
嫁
し
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
男
性
貴
族
は
大
き
な
恩
義
を
三
条
天
皇
か
ら
頂
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
三
条
天
皇
は
そ
れ
を
見
越
し
た
う
え
で
道
長
に
こ
の
提
案
を
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
三
条
天
皇
は
�
子
内
親
王
の
降
嫁
を
考
え
て
い
た
の

だ
か
ら
、
斎
宮
退
下
後
の
当
子
内
親
王
の
降
嫁
先
も
考
え
て
い
た
と
推

定
さ
れ
る
。
当
子
内
親
王
の
場
合
、
皇
后
腹
皇
女
で
あ
る
上
に
父
先
帝

の
裁
可
有
り
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
前
斎
宮
の
肩
書
も
あ
る
の
で
、
道
長

に
取
り
入
る
う
え
で
�
子
内
親
王
の
場
合
以
上
に
有
効
な
手
札
と
な
り

得
る
。
三
条
天
皇
の
譲
位
に
伴
い
当
子
内
親
王
が
斎
宮
を
退
下
し
た
長

和
五
年
時
点
の
、
二
十
代
で
従
三
位
以
上
の
公
卿
は
頼
通(

権
大
納
言
、

正
二
位)

、
教
通

(

権
中
納
言
、
正
二
位)

、
頼
宗

(

権
中
納
言
、
従
二
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位)
、
能
信

(

非
参
議
、
従
三
位)

の
道
長
の
子
四
人

(

系
図
四
参
照)

と
道
雅
で
合
わ
せ
て
五
人
い
る
。
道
長
の
子
息
に
当
子
内
親
王
も
降
嫁

さ
せ
る
心
づ
も
り
だ
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
当
時
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
、
前
斎
宮
の
密
通
は
ど
れ
ほ
ど

の
関
心
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『

御
堂
関
白
記』

中
で
こ
の
当
子
内
親
王
密
通
事
件
に
関
す
る
記
述

は
、｢

或
者
、
相
示
し
て
云
く
、
道
雅
中
将
に
先
の
斎
宮
嫁
す
る
に
よ

り
、
中
務
親
王(

敦
儀
親
王)

迎
へ
取
り
て
、
皇
后
宮
に
参
る
と
云
ふ
。

其
の
乳
母
道
雅
に
至
る
と
云
々｣

(

寛
仁
元
年
四
月
十
日
条)

と

｢

内

に
参
る
。
又
院

(

三
条)

に
参
る
。
仰
せ
ら
れ
て
云
く
、
先
の
斎
宮
、
道
雅
が
た

め
に
婚
せ
ら
れ
る
と
云
々
、
通
任
を
召
し
遣
は
し
、
案
内
を
問
は
し
む
、

暫
ら
く
候
し
、
案
内
を
聞
こ
ゆ
べ
し
、
て
へ
り
。
候
す
。
通
任
還
り
参

る
。
申
す
所
の
事
、
甚
だ
以
て
異
様
な
り
。
尻
口
無
し
。
相
公
本
よ
り

覚
え
ざ
る
中
、
件
の
甚
だ
奇
な
る
事
、
実
か｣

(

寛
仁
元
年
四
月
十
一

日
条)

の
二
回
で
あ
る

(

読
み
下
し
文
は

『

御
堂
関
白
記
全
註
釈』

に

よ
る)

。
そ
の
内
容
は
、｢

あ
る
者
に
会
っ
た
と
き
得
た
情
報
に
よ
る
と
、

道
雅
中
将
と
先
の
斎
宮
の
関
係
が
で
き
て
い
る
と
い
う
。
先
斎
宮
は
中

務
親
王
が
迎
え
に
行
っ
て
皇
后
の
と
こ
ろ
に
参
上
し
た
。
乳
母
が

(

二

人
を
取
り
持
つ
た
め
に)

道
雅
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
と
い
う｣

｢

先
斎

宮
と
道
雅
の
関
係
に
つ
い
て
、
藤
原
通
任
を
遣
わ
し
て
事
情
を
聴
収
さ

せ
た
。
そ
の
様
子
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
要
領
を
得
な
か
っ
た
と
い
う

(

�)｣

と
い
う
も
の
だ
。
通
任
の
報
告
か
ら
、
道
長
は

｢

相
公
ら
も
も
と
よ
り

関
知
し
て
い
な
い
な
か
、
い
っ
た
い
、
こ
の
は
な
は
だ
奇
怪
な
話
は
本

当
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か｣

と
事
件
そ
の
も
の
に
懐
疑
的
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
こ
の
密
通
事
件
を
三
条
天
皇
の
み
が
こ
と

を
大
事
に
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。『

御
堂
関
白
記』

で
は
、

右
に
挙
げ
た
二
つ
の
記
事
以
降
、
密
通
事
件
の
記
事
が
み
ら
れ
な
い
こ
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と
か
ら
、
道
長
は
こ
れ
以
降
、
事
件
に
深
入
り
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

『

小
右
記』

で
は
、
こ
の
密
通
事
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で

『
小
右
記』

に
は
、
花
山
天
皇
の
斎
宮
済
子
女
王
に
つ
い
て

の
記
述
が
あ
る
。
第
一
章
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
が
、
済
子
女
王
は
滝

口
武
者
平
致
光
と
の
密
通
に
よ
っ
て
群
行

(

伊
勢
下
向)

を
し
な
い
ま

ま
斎
宮
を
退
下
し
た
女
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
に
つ
い
て

『

小
右

記』

に
は
卜
定
の
記
事
の
み
が
記
さ
れ
、
密
通
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
彼
ら
の
日
記
中
に
斎
宮

(

前
斎
宮)

に
関
す
る
記
述
は
少

な
い
。
例
え
ば
卜
定
・
群
行

(

伊
勢
下
向)

な
ど
の
行
事
が
記
録
さ
れ

て
い
る
程
度
だ
。
貴
族
た
ち
は
、
誰
が
斎
宮
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
か
に

つ
い
て
決
し
て
関
心
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が

(

�)

、
伊
勢
国
と
い
う

遠
い
地
の
情
報
は
そ
う
そ
う
入
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
と
斎

宮
在
任
中
の
記
述
が
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
前
斎
宮
は
京
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
前
斎
宮
に
つ
い
て
ほ
と

ん
ど
関
心
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
実
際
、『

小
右
記』

に
は
済
子
女
王
・
恭
子
女
王
・
当
子
内
親
王
・
�
子
女
王
の
四
人
の
斎

宮
が
登
場
す
る
も
の
の
、
斎
宮
退
下
後
の
動
向
が
記
さ
れ
る
の
は
当
子

内
親
王
が
出
家
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る

(

�)

。

第
三
章

『

栄
花
物
語』

に
お
け
る

当
子
内
親
王
密
通
記
事
の
特
徴

第
一
節

三
条
天
皇
の
怒
り
の
記
述

以
上
を
ふ
ま
え
て
、『

栄
花
物
語』

の
当
子
内
親
王
密
通
記
事
を
あ

ら
た
め
て
み
て
い
く
。

史
料
５

『

栄
花
物
語』

巻
第
十
二

｢

た
ま
の
む
ら
ぎ
く｣

異
事
な
ら
ず
、
斎
宮
の
御
乳
母
、
や
が
て
か
の
宮
の
内
侍
に
な
さ

せ
た
ま
へ
り
し
中
将
の
乳
母
の
仕
業
な
る
べ
し
と
て
、
①

院
い
み

じ
く
む
つ
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
永
く
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ひ

つ
。
②

院
に
は
、
い
と
ど
し
き
御
心
地
に
、
こ
れ
を
聞
し
め
し
し

よ
り
、
い
と
ど
ま
さ
ら
せ
た
ま
ふ
や
う
に
思
さ
れ
て
、
宮
た
ち
を

隙
な
う
御
使
に
て
、
皇
后
宮

(

�
子
、
当
子
内
親
王
母)

と
内
と

の
ほ
ど
の
御
消
息
い
み
じ
う
し
き
り
な
り
。
斎
宮
わ
れ
に
も
あ
ら

ず
い
み
じ
う
思
さ
る
。
中
将
の
内
侍
は
、
や
が
て
逐
は
せ
た
ま
ひ
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し
ま
ま
に
、
か
の
道
雅
の
君
迎
へ
と
り
て
、
わ
が
御
も
と
に
い
み

じ
う
い
た
は
り
て
置
き
た
り
と
聞
し
め
す
。
さ
て
院
に
は
、
皇
后

宮
め
ざ
ま
し
う
思
し
め
さ
れ
て
、
人
知
れ
ず
い
み
じ
う
思
し
嘆
か

せ
た
ま
へ
ど
、
ま
こ
と
そ
ら
ご
と
知
り
が
た
き
御
事
な
れ
ど
、
世

に
か
く
漏
り
聞
え
た
る
に
、
③

院
の
御
気
色
の
い
と
い
み
じ
き
な

り
。
か
の
在
五
中
将
の
、｢

心
の
闇
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
現
と
は
世

人
定
め
よ｣

な
ど
詠
み
た
り
し
も
、
か
や
う
の
こ
と
ぞ
か
し
。
そ

れ
は
ま
だ
ま
こ
と
の
斎
宮
に
て
お
は
せ
し
を
り
の
こ
と
な
り
。
さ

れ
ど
、
こ
れ
ぞ
前
の
斎
宮
と
聞
え
さ
す
れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
恐
ろ

し
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ど
、
④

院
の
い
と
き
は
だ
け
く
思

し
の
た
ま
は
す
る
が
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
き
に
な
ん
。
皇
后
宮

い
と
い
み
じ
う
思
し
乱
れ
た
る
に
、
宮
々
の
御
気
色
も
い
と
い
み

じ
き
に
、
東
宮
も
い
み
じ
く
心
や
ま
し
げ
に
思
し
乱
る
べ
し
。

三
条
天
皇
の
怒
り
の
記
述
部
分
に
傍
線
を
付
し
た
が
、
怒
り
の
記
述

は
傍
線
部
①
か
ら
④
の
通
り
四
回
も
あ
り
、
尋
常
で
な
い
怒
り
の
様
子

を
描
い
て
い
る
。
こ
の
と
き
当
子
内
親
王
は
前
斎
宮
で
あ
り
、｢

あ
な

が
ち
に
恐
ろ
し
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ど｣

と
い
う
と
お
り
、
恋

愛
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
条

天
皇
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
激
怒
し
た
理
由
に
つ
い
て
原
槇
子
氏
は
、
道
雅

が
恬
子
内
親
王
と
業
平
の
不
義
の
子
で
あ
る
高
階
氏
の
子
孫
だ
か
ら
で

あ
る
と
し
て
い
る

(

�)

。
そ
れ
だ
け
が
理
由
な
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
こ
の

段
の
創
作
意
図
を
そ
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
右
に
引
用
し
た
文
中
で
は
、
三
条
天
皇
の
怒
り
だ
け
で
は

な
く
三
条
天
皇
の
病
悩
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
皇
后
宮
・
宮
た
ち
・
東

宮
の
悩
み
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
彼
ら
の
悩
み
に
つ
い
て
は
、
こ
と

の
経
緯
を
述
べ
る
上
で
必
ず
し
も
必
要
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
作
者
が
、

こ
と
の
経
緯
を
述
べ
る
の
と
は
別
の
意
図
を
も
っ
て
書
き
込
ん
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
巻
第
十
二
の
主
題
は
後
一
条
天
皇

(

系
図
四
参

照)

の
即
位
で
あ
り
、
こ
の
巻
に
は
、
後
一
条
天
皇
即
位
の
正
当
性
を

読
者
に
印
象
付
け
る
執
筆
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

三
条
天
皇
が
取
り
乱
し
、
度
を
越
え
た
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
周
辺
の
人
た
ち
ま
で
い
た
た
ま
れ
ず
思
い
悩
む
ま
で
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
、
と
退
位
後
の
三
条
天
皇
の
哀
れ
な
姿
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
、

三
条
天
皇
と
の
対
比
に
よ
っ
て
後
一
条
天
皇
の
栄
花
を
よ
り
際
立
た
せ

る
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
波
線
部
の
よ
う
に
途
中
に

『

伊
勢
物
語』

第
六
十
九
段
の
引

用
が
入
る
。
こ
こ
に
は
、
三
条
天
皇
の
理
不
尽
な
怒
り
に
つ
い
て
揶
揄
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す
る
以
上
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
斎
宮

の
密
通
は
王
権
と
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
井
上
真
衣
氏

は
、
天
皇
の
権
威
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
前
斎
宮
を
臣

下
に
奪
わ
れ
る
形
式
が
、
三
条
天
皇
の
権
威
に
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

抱
か
せ
る
と
し
て
い
る

(

�)

。
そ
も
そ
も
、
内
親
王
の
私
通
自
体
、
不
名
誉

な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
当
子
内
親
王
の
場
合
は
前
斎
宮
で
あ

り
、
三
条
天
皇
の
威
光
を
支
え
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
る

女
性
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。『
源
氏
物
語』

で
は
、
自
ら
の
斎
宮
で

あ
っ
た
秋
好
中
宮
を
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
朱
雀
院
が
権
威
を
失
う

様
子
が
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
前
斎
宮
は
斎
宮
退
下
後
で
あ
っ
て
も
、

自
身
を
斎
宮
に
立
て
た
天
皇
の
権
威
を
象
徴
し
続
け
る
と
い
う
考
え
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『

栄
花
物
語』

は
、
三
条
天
皇
周
辺
へ
の
不
安
の
広
が
り
を
叙
述
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
が
大
事
件
で
あ
っ
た
と
印
象
付
け
る
の
み
な

ら
ず
、
天
皇
の
権
威
失
墜
を
連
想
さ
せ
る
業
平
・
斎
宮
の
密
通
事
件
を

引
き
合
い
に
し
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
当
子
内
親
王
の
相
手
は
高
階

氏
の
子
孫
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
図
式
を
描
く
こ
と
で
、
三

条
天
皇
の
権
威
失
墜
を
象
徴
的
に
描
い
た
の
だ
。

『

栄
花
物
語』

作
者
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
あ
ろ
う
と
、
こ
の

密
通
事
件
が
、
三
条
天
皇
に
と
っ
て
大
変
不
本
意
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ

と
自
体
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
三
条
天
皇
は
、
当
子
内
親
王
を
斎
宮
と
し
た
と
き
以
来
、

彼
女
に
少
な
か
ら
ぬ
期
待
を
持
っ
て
い
た
。
天
皇
の
娘
が
斎
宮
に
な
っ

た
の
は
村
上
天
皇
の
楽
子
内
親
王
以
来
で
あ
る

(

�)

。
天
皇
家
の
子
女
が
減

り
、
天
皇
が
力
を
ふ
る
え
な
い
た
め
に
斎
宮
の
制
度
が
形
骸
化
し
て
き

て
い
た
三
条
天
皇
の
当
時
に
お
い
て
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。｢

別

れ
の
御
櫛｣

の
際
、
振
り
返
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
忌
を
犯
す

(

�)

ほ

ど
別
れ
を
惜
し
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
娘
を
斎
宮
に
し
た
の
は
、
摂
関
家

へ
の
対
抗
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
久
徳
高
文
氏

は
、
こ
の
と
き
の
三
条
天
皇
の
行
動
に
つ
い
て

｢

そ
の
場
に
列
席
し
て

い
た
道
長
に
対
す
る
痛
烈
な
抵
抗
感
情
の
発
露｣

で
あ
る
と
し
て
い
る

(

�)

。

実
際
に
、
三
条
天
皇
は
彼
女
の
群
行
行
事
準
備
に
関
す
る
道
長
の
消
極

的
対
応
に
つ
い
て
不
快
な
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る

(

�)

。

そ
ん
な
中
、
当
子
内
親
王
は

｢

以
我
如
立
斎
姫
、
有
志
之
上
、
近
例

不
多
、
当
時
寶
位
十
八
年｣

(『

小
右
記』

長
和
三
年
六
月
二
十
七
日
条)

と
い
う
夢
を
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
、
三
条
天
皇
の
在
位
が
十

八
年
続
く
で
あ
ろ
う
と
の
予
言
は
実
際
に
は
外
れ
た
が
、
道
長
に
圧
迫
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さ
れ
て
い
た
三
条
天
皇
に
と
っ
て
、
大
き
な
心
の
支
え
に
な
っ
た
に
違

い
な
い
。
ま
た
、
翌
年
に
は｢

斎
宮
消
息
云
、
伊
勢
太
神
宮
無
恠
異
御
、

若
可
有
事
時
必
有
恠
異
、
又
斎
王
参
宮
之
間
忽
有
故
障
、
而
更
不
然
、

仍
知
治
天
下
良
久
之
由
、
是
宮
人
等
所
申
也｣

(『

小
右
記』

長
和
四
年

閏
六
月
十
日
条)
と
前
向
き
な
手
紙
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

彼
女
は
斎
宮
在
任
中
、
三
条
天
皇
の
在
位
を
支
え
る
心
の
支
え
と
な
っ

て
い
た
。
斎
宮
退
下
後
に
お
い
て
も
、
降
嫁
を
通
し
て
道
長
を
牽
制
す

る
た
め
の
最
強
の
手
札
に
な
る
可
能
性
に
、
三
条
天
皇
は
大
き
な
期
待

を
か
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
娘
に
よ
っ

て
、
三
条
天
皇
が
自
身
の
権
威
と
面
子
を
大
き
く
傷
つ
け
ら
れ
た
の
は

疑
い
な
い
。

第
二
節

｢

斎
宮｣

表
記
の
特
徴

『

栄
花
物
語』

に
お
い
て
、｢

斎
宮｣

と
い
う
語
彙
が
ど
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
て
い
る
か
に
も
着
目
し
て
み
た
い
。『

栄
花
物
語』

中
に

｢
斎

宮｣

は
四
九
例
あ
ら
わ
れ

(

�)

、
そ
の
う
ち
の
十
一
例
が
当
子
内
親
王
を
対

象
に
し
て
い
る
。

以
下
に
当
子
内
親
王
に
関
す
る
記
述
を
抜
粋
す
る
。

史
料
６

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
栄
花
物
語』

(

小
学
館
、
一
九
九

七
年)

よ
り

・
女
一
の
宮
、
斎
宮
に
ゐ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
御
定
め
に
な
り
ぬ
。

(

①
479
ペ
ー
ジ)

・
こ
の
ご
ろ
ぞ
、
斎
宮
も
野
の
宮
に
お
は
し
ま
す
ほ
ど
、
い
と
め

で
た
な
が
ら
、
宣
耀
殿
の
明
暮
の
御
仲
ら
ひ
の
、
に
は
か
に
ひ

き
離
れ
さ
せ
た
ま
ふ
も
、
御
涙
こ
ぼ
れ
さ
せ
た
ま
へ
ど
、
い
ま

い
ま
し
け
れ
ば
忍
び
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
。(

①
480
ペ
ー
ジ)

・
皇
后
宮
の
御
女
一
の
宮
は
、
斎
宮
に
て
お
は
し
ま
し
に
き
、

(

②
�
ペ
ー
ジ)

・
か
か
る
ほ
ど
に
、
前
斎
宮
上
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
皇
后
宮
の
お
は

し
ま
す
宮
は
狭
し
と
て
、
ま
た
し
ら
せ
た
ま
ふ
所
に
ぞ
お
は
し

ま
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。(

中
略)

斎
宮
の
御
乳
母
、
や
が
て
か

の
宮
の
内
侍
に
な
さ
せ
た
ま
へ
り
し
中
将
の
乳
母
の
仕
業
な
る

べ
し
と
て
、
院
い
み
じ
く
む
つ
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
や
が
て
永

く
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ひ
つ
。(

中
略)

斎
宮
わ
れ
に
も
あ
ら
ず

い
み
じ
う
思
さ
る
。(

中
略)

こ
れ
ぞ
前
の
斎
宮
と
聞
え
さ
す

れ
ば
、
あ
な
が
ち
に
恐
ろ
し
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ね
ど
、

院
の
い
と
き
は
だ
け
く
思
し
の
た
ま
は
す
る
が
、
い
と
か
た
は
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ら
い
た
き
に
な
ん
。(

②
�
〜
�
ペ
ー
ジ)

・
か
く
て
前
斎
宮
い
と
若
き
御
心
地
に
、
こ
の
こ
と
い
と
聞
き
に

く
く
思
さ
る
れ
ば
、
い
か
に
せ
ん
と
人
知
れ
ず
思
し
嘆
か
れ
て
、

(

②
�
ペ
ー
ジ)

・
こ
の
院
も
、
御
処
分
も
な
く
て
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
け
り
。

(

中
略)

さ
る
べ
き
さ
ま
に
前
斎
宮
、
姫
宮
な
ど
、
い
み
じ
く

数
へ
た
て
て
、(

②
�
ペ
ー
ジ)

・
皇
后
宮
に
は
、
前
斎
宮
い
と
を
か
し
げ
な
る
尼
に
て
お
こ
な
は

せ
た
ま
へ
ば
、
持
仏
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
て
奉
ら
せ
た
ま
ふ
。
中

将
の
乳
母
は
か
の
三
位
中
将
の
御
も
と
に
と
聞
し
め
し
し
か
ど
、

今
は
そ
こ
に
も
な
か
な
れ
ば
、
あ
は
れ
に
、
い
か
で
か
い
か
で

か
と
、
斎
宮
は
人
知
れ
ず
思
さ
れ
け
り
。(
②
�
ペ
ー
ジ)

以
上
、
当
子
内
親
王
に
関
し
て
斎
宮
在
任
中
に

｢

斎
宮｣

が
三
ヶ
所

(

傍
線)

、
斎
宮
退
下
後
に

｢

斎
宮｣

が
三
ヶ
所

(

波
線)

、｢

前
斎
宮｣

が
五
ヶ
所

(

二
重
線)

用
い
ら
れ
て
い
る
。

波
線
部
は
、
本
来

｢

前
斎
宮｣

と
表
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
三

ヶ
所
と
も
密
通
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
点
が
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
つ
ま
り
単
な
る
脱
字
で
は
な
く
意
図
的
に
そ
う
表
記
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
敢
え
て

｢

斎
宮｣

と
書
く
こ
と
で
現
役
の
斎
宮
が
恋
愛
の

禁
忌
を
犯
し
た
と
い
う
ミ
ス
リ
ー
ド
を
招
く
、
も
し
く
は
密
通
及
び
恋

愛
に
関
す
る
非
難
の
意
味
合
い
を
よ
り
強
く
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
推

測
す
る
。

ま
た
、
波
線
部
と
同
じ
状
況
下
で
の

｢

斎
宮｣

は
、
当
子
内
親
王
以

外
の
二
人
の
斎
宮
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
人
目
は
、
後
一
条
天
皇

の
斎
宮
�
子
女
王
で
あ
り
、
�
子
女
王
と
藤
原
教
通
の
婚
姻
記
事

｢

ま

こ
と
や
右
の
大
殿
は
つ
ひ
に
殿
の
斎
宮
に
お
は
し
ま
し
そ
め
ぬ
。｣

(

③

375
ペ
ー
ジ)

に
み
ら
れ
る
。
�
子
女
王
の
例
で
も
、
恋
愛
に
関
す
る
部

分
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
二
人
目
は
白
河
天
皇
の
斎
宮
�
子
内
親
王
で
、

七
例
み
ら
れ
る
。
�
子
内
親
王
は
斎
宮
退
下
後
未
婚
の
ま
ま
堀
河
天
皇

准
母
と
し
て
中
宮
と
な
り
女
院
に
な
る
と
い
う
特
殊
な
経
歴
を
た
ど
っ

て
お
り
、
こ
の
パ
タ
ー
ン

(

准
母
立
后)

の
最
初
の
例
と
な
っ
た
人
物

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
�
子
内
親
王
に
関
し
て
は
生
涯
未
婚
を
貫
い
た
前

斎
宮
と
し
て
、
斎
宮
の
あ
る
べ
き
姿
・
尊
敬
の
念
を
示
し
て
斎
宮
退
下

後
も

｢

斎
宮｣

と
表
記
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

次
に
他
の
史
料
に
お
い
て
、
前
斎
宮
に
つ
い
て
、｢

前
斎
宮｣

と
表

記
す
る
場
合
と
在
任
中
・
退
下
後
関
係
な
く

｢

斎
宮｣

と
表
記
す
る
場

合
の
ど
ち
ら
が
一
般
的
か
を
問
題
と
し
た
い

(

表
三
参
照)

。
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『
大
鏡』

中
に

｢

斎
宮｣

は
八
例

(

�)

あ
ら
わ
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
適
切

に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、『

大
鏡』

で
は
前
斎
宮
そ
の
人
に

つ
い
て
言
及
す
る
文
章
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
斎
宮
は
政
治
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
政
治
の
推
移
を
語
る
上
で
は

斎
宮
退
下
後
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
彼
女
に
つ
い
て
特
筆
す
る
必
要
が
な

い
と
い
う
、
筆
者
の
立
場
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

『

御
堂
関
白
記』

中
に
お
い
て
は
、｢

斎
宮｣

は
二
八
例
確
認
さ
れ

(

�)

、

そ
の
う
ち

｢

前
斎
宮

(

先
斎
宮)｣
は
四
例
み
ら
れ
た
。
斎
宮
を
あ
ら

わ
す｢

斎
王｣

が
十
三
例
、
そ
の
う
ち｢
前
斎
王｣

は
二
例
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
全
体
を
通
し
て
斎
宮
退
下
後
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢

前｣

を
つ

け
な
い
表
記
は
二
例
み
ら
れ
た
。

『

御
堂
関
白
記』

で
は
新
た
に
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
を

｢
新
斎
宮｣

と

表
記
す
る
条
も
あ
り

(

�)

、
現
任
の
斎
宮
と
前
斎
宮
を
明
確
に
区
別
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
斎
宮
退
下
後
に

｢

前｣

を
つ
け
な
い
表
記
は
、
当
子

内
親
王
の
帰
京
を
記
す
長
和
五
年
八
月
八
日

｢

是
斎
王
帰
由
也｣

と
長

和
五
年
八
月
十
日

｢

権
左
中
弁
重
尹
下
向
斎
王
御
迎｣

に
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
近
い
八
月
五
日
と
八
月
十
三
日
で
は

｢

前
斎
宮｣

と

表
記
し
て
い
る
。
八
月
八
日
、
十
日
条
の
二
例
は
斎
宮
退
下
直
後
の
時

点
で
の
記
事
で
あ
っ
て
、
文
脈
上
か
ら
し
て
も

｢

斎
王｣

表
記
で
あ
っ

て
も
不
自
然
と
は
い
え
な
い
。

『

小
右
記』

で
は
、｢

斎
宮｣

は
六
二
例

(

�)

、
そ
の
う
ち

｢

前
斎
宮｣

は

二
例
み
ら
れ
た
。
斎
宮
を
あ
ら
わ
す

｢

斎
王｣

は
七
一
例
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
全
体
を
通
し
て
斎
宮
退
下
後
に

｢

前｣

を
つ
け
な
い
表
記
は

ひ
と
つ
も
無
か
っ
た
。

以
上
か
ら
、
古
記
録
上
で
は
現
任
の
斎
宮
と
前
斎
宮
は
原
則
的
に
区

別
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『

栄
花
物
語』

で
は
こ
の
よ
う
な
区
別
と

は
別
の
意
図
の
も
と
に

｢

斎
宮｣

と

｢

前
斎
宮｣

を
使
い
分
け
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
当
子
内
親
王
に
関
し
て
は
他
の
斎
宮
に
比
べ
て
、

斎
宮
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
斎
宮
退
下
後
の
記
事
が
多
い

(

表
四
参
照
、

�
子
内
親
王
に
関
し
て
は
、
先
述
の
准
母
立
后
と
い
う
特
殊
な
事
情
に

よ
る)

。『
栄
花
物
語』

の
筆
者
は
、
斎
宮
退
下
後
の
当
子
内
親
王
を
ク
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表
三

そ
の
他
史
料
に
お
け
る
斎
宮
の
表
記

『

小
右
記』

『

御
堂
関
白
記』

『

大
鏡』 史
料
名

�(

２)

�(

４)

８(

０)

斎
宮(

前
斎
宮)

�(

０)

	(

２)

０(

０)

斎
王(

前
斎
王)


 １ ０
そ
の
他

０ ２ ０

退
下
後｢

前｣
な
し

※
斎
宮
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
、｢

斎
内
親
王｣

｢

斎
姫｣

も
み
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
は
ま
と
め
て

｢

そ
の
他｣

と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。



ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
か
つ

｢

斎
宮｣

表
記
を
意
図
的
に
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
女
の
密
通
事
件
を
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
非
難
す
べ
き
こ
と

だ
と
印
象
付
け
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
条
天
皇
の
凋
落
ぶ
り
を

強
調
し
た
と
い
う
先
の
推
定
の
裏
付
け
と
な
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、『

栄
花
物
語』

を
中
心
に
同
時
代
史
料
と
照
ら
し
合
わ
せ
な

が
ら
、
当
子
内
親
王
密
通
記
事
を
み
て
き
た
。(

一)

皇
女
降
嫁
に
よ

る
摂
関
家
へ
の
恩
恵
授
与
と
い
う
思
惑
、
お
よ
び
娘
斎
宮
が
退
下
後
も

天
皇
の
た
め
に
果
た
す
べ
き
役
割
へ
の
期
待
と
い
う
三
条
天
皇
側
の
事

情
、(

二)
『

栄
花
物
語』

に
お
け
る

｢

斎
宮｣

の
描
き
方
と
日
記
に
あ

ら
わ
れ
る
前
斎
宮
の
姿
の
比
較
、
と
い
う
二
側
面
か
ら
み
え
て
き
た
、

斎
宮
を
経
験
し
た
女
性
へ
の
意
識
と
政
治
的
な
思
惑
は
、
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
三
条
天
皇
は
道
長
に
よ
る
圧
迫
か
ら
自
身
の
尊
厳
を
維
持
す

る
た
め
の
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
斎
宮
当
子
内
親
王
に
期
待
を
か
け

て
い
た
。
当
子
内
親
王
の
斎
宮
退
下
後
も
、
皇
后
腹
皇
女
で
あ
る
上
に

天
皇
の
権
威
を
象
徴
す
る
斎
宮
で
あ
っ
た
と
い
う
経
歴
は
、
道
長
に
取

り
入
り
つ
つ
同
時
に
彼
を
牽
制
す
る
上
で
利
用
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
三
条
天
皇
に
と
っ
て
こ
の
密
通
事
件
は
非
常
に
不
本
意
で

あ
っ
た
。

次
に
、『
栄
花
物
語』

巻
第
十
二
は
、
三
条
天
皇
の
権
威
否
定
と
と
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表
四

『

栄
花
物
語』

に
お
け
る
各
斎
宮
の
登
場
語
数

善
子
内
親
王

�
子
内
親
王

淳
子
女
王

俊
子
内
親
王

敬
子
女
王

良
子
内
親
王

�
子
女
王

当
子
内
親
王

恭
子
女
王
名
前

２ ４ ２ ２ ２ ９ １ ３ ２
在
任
時

０ ９ ０ ０ ０ １ ２ ８ ０
退
下
後

２ � ２ ２ ２ � ３ � ２ 合
計

※
そ
の
他
、『

伊
勢
物
語』

引
用
の
際
の

｢

斎
宮｣
と
、
一
般
の
名
詞
と

し
て
の

｢

斎
宮｣

が
各
一
語
ず
つ
あ
る
。



も
に
後
一
条
天
皇
の
栄
花
を
示
す
意
図
を
持
っ
て
当
子
内
親
王
密
通
記

事
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
記
事
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が

強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

①

密
通
に
対
す
る
三
条
天
皇
の
尋
常
で
な
い
怒
り
と
病
悩
、
そ
れ

に
伴
う
周
辺
へ
の
不
安
の
波
及
が
示
す
三
条
天
皇
の
哀
れ
な
姿
。

②

斎
宮
の
密
通
は
王
権
固
有
の
儀
礼
と
結
び
付
け
て
捉
え
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
り
、
斎
宮
は
そ
の
退
下
後
も
天
皇
の
権
威
を

象
徴
す
る
と
い
う
考
え
が
潜
在
的
に
当
時
の
人
々
の
う
ち
に
お

い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
中
で
、
そ
の
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
想
起

さ
れ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
三
条
天
皇
自
身
の
斎
宮
の
密
通
に
よ
っ
て

象
徴
さ
れ
る
、
天
皇
の
権
威
失
墜
。

ま
た
、『

栄
花
物
語』

全
体
を
通
し
て
、｢

前
斎
宮｣
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
恋
愛
が
伴
う
記
事
に
は

｢

斎
宮｣

と
記
す
独
特
の
表
記
を
こ

と
さ
ら
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
斎
宮
の
恋
愛
が
非
難
さ
れ
る
べ

き
禁
忌
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
印
象
付
け
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

『

栄
花
物
語』

は
当
子
内
親
王
の
密
通
を
重
大
な
事
件
と
し
て
捉
え

て
い
る
が
、
三
条
天
皇
を
除
け
ば
当
時
の
貴
族
に
と
っ
て
、
前
斎
宮
の

密
通
は
噂
に
上
り
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
事
件
で
は
な
か
っ
た
。

日
記
か
ら
み
え
て
き
た
こ
の
事
件
の
様
相
は
、
三
条
天
皇
ひ
と
り
が
う

ろ
た
え
る
様
子
で
あ
り
、
道
長
は
噂
に
つ
い
て
不
審
が
り
な
が
ら
も
深

入
り
は
し
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
前
斎
宮
の
恋
愛
を
禁
忌
と
し
て
非
難
し
、
こ
と
さ
ら
に
大

事
件
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
取
り
上
げ
る
と
い
う
感
覚
は
、
後
世
に
お

け
る
創
作
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
斎
宮
当
子
内
親
王
の
恋
愛｢

事
件｣

と
は
、
物
語
を
盛
り
上
げ
る
要
素
と
し
て
、
藤
原
道
長
家
の
栄
花
を
誇

ら
ん
と
す
る

『

栄
花
物
語』

作
者
の
歴
史
観
を
補
強
す
る
役
割
を
担
う

べ
く
、
造
形
さ
れ
た
姿
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
。

注

(

１)

芝
野
眞
理
子

｢

前
斎
宮
・
前
斎
院
の
生
涯
―
そ
の
入
内
と
降
嫁
を
中

心
に
―｣

『

史
窓』

三
七
号
、
一
九
八
一
年
。

(

２)
『

栄
花
物
語』

・

『

十
訓
抄』

で
は
自
分
の
意
志
で
出
家
し
た
、『

大

鏡』

で
は
父
に
よ
っ
て
出
家
さ
せ
ら
れ
た
、『

小
右
記』

で
は
病
を
得

た
た
め
出
家
、
と
記
さ
れ
る
。

・『

栄
花
物
語』

｢

御
手
づ
か
ら
尼
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ｣

・『

十
訓
抄』

｢

世
の
人
知
る
ほ
ど
に
な
り
に
け
れ
ば
、
御
髪
お
ろ
し
給

ひ
に
け
り｣

・『

大
鏡』

｢

三
条
院
も
御
悩
の
折
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
思
し
嘆

き
て
、
尼
に
な
し
た
ま
ひ
て
う
せ
た
ま
ひ
に
き｣

・『
小
右
記』

｢

師
通
朝
臣
云
、
前
斎
宮
依
病
為
尼｣
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(
３)

｢

わ
か
れ
路
に
添
へ
し
小
櫛
を
か
ご
と
に
て
は
る
け
き
仲
と
神
や
い

さ
め
し｣

『

源
氏
物
語』

絵
合
。

(

４)
角
田
文
衛
氏
は
史
実
説
、
片
桐
洋
一
氏
ら
国
文
学
研
究
者
の
多
く
は

虚
構
説
で
あ
る
。

(

５)

勝
亦
志
織

｢

物
語
史
に
お
け
る
斎
宮
・
斎
院
の
変
貌｣

『

古
代
中
世

文
学
論
考』
第
十
三
集

新
典
社
、
二
○
○
五
年
。

(

６)

榎
村
寛
之

｢『
斎
王
の
恋』

と
平
安
前
期
の
王
権
―『

伊
勢
物
語

狩

の
使』

章
段
の
意
味
す
る
も
の
―｣

『

古
代
文
化』

五
六
巻
一
号
、
二

〇
〇
四
年
。

(

７)

久
徳
高
文

｢

斎
宮
の
恋
―
雅
子
内
親
王
と
敦
忠｣
『

中
世
和
歌
と
そ

の
周
辺』

笠
間
書
院
、
一
九
八
〇
年
。

(

８)

勝
亦
志
織
氏
は
、
師
輔
も
ま
た
、
雅
子
内
親
王
斎
宮
卜
定
以
前
か
ら

彼
女
に
懸
想
し
て
い
た
事
実
を
、『

師
輔
集』
所
収
の
師
輔
・
雅
子
内

親
王
贈
答
歌
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
る

(

勝
亦
志
織

｢『

大
和
物
語』

に
お
け
る
〈
記
録
〉
の
方
法｣
『

日
本
文
学』

六
五
巻
五
号
、
二
○
一

六
年)

。

(

９)
『

大
鏡』

太
政
大
臣
公
季
参
照
。

(

�)

大
日
本
古
記
録
で
は

｢

御
恙
間
深
依
貪
給
寶
位
、
思
食
事
恐
偏
有
御

好
歟｣

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
に
あ
た
っ
て
読
点
の
位
置
を
あ

ら
た
め
た
。

(

�)

大
日
本
古
記
録
、
倉
本
一
宏

『

現
代
語
訳

小
右
記
７』

参
照
。

(

�)

こ
こ
で
は
、『

御
堂
関
白
記
全
註
釈』

に
従
っ
て
、
原
文
の

｢

無
尻

口｣

に
つ
い
て｢

し
ど
ろ
も
ど
ろ
で｣

以
下
の
訳
文
を
示
し
て
お
い
た
。

｢

尻
口｣

と
は
、
日
本
国
語
大
辞
典
を
引
く
と
、
ま
さ
し
く

『

御
堂
関

白
記』

の
こ
の
部
分
の
記
事
を
用
例
と
し
た
上
で
、｢

も
の
ご
と
の
前

と
後｣

と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
と
、
道
長
は
こ

こ
で

｢

首
尾
が
一
貫
し
な
い｣

と
い
う
意
で
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
よ
っ
て
、｢

院
は
大
事
の
よ
う
に
言
い
、
私
に
解
決
を
お
命
じ

で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
こ
と
の
収
拾
先
が
見
え
な
い(

埒
が
明
か
な
い)｣

と
述
べ
て
い
る
と
考
え
る
。

(

�)

例
え
ば
、
朱
雀
天
皇
の
斎
宮
雅
子
内
親
王
の
卜
定
に
つ
い
て
、
政
治

的
介
入
が
推
測
さ
れ
る
こ
と

(

第
一
章
第
三
節
参
照)

。
ま
た
、
三
条

天
皇
譲
位

(

長
和
五
年
一
月
二
十
九
日)

後
す
ぐ
に
�
子
女
王
が
卜
定

さ
れ
た

(

長
和
五
年
二
月
十
九
日)

こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
道
長
の
介
入

が
推
測
さ
れ
る
。

(

�)

寛
仁
元
年
十
一
月
三
十
日
条
。
前
注

(

２)

参
照
。

(

�)

原
槇
子

｢

隔
て
ら
れ
た
恋
―
斎
宮
当
子
内
親
王
と
左
京
大
夫
藤
原
道

雅｣
『

法
政
大
学
大
学
院
紀
要』

六
二
号
、
二
〇
〇
九
年
。

(

�)

井
上
真
衣

｢

物
語
に
お
け
る
斎
宮
の
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
効
果
―『

栄

花
物
語』

当
子
内
親
王
密
通
記
事
に
関
連
し
て
―｣

『

詞
林』

四
二
号
、

二
○
○
七
年
。

(

	)

村
上
天
皇
の
斎
宮
楽
子
内
親
王
は
三
人
目
の
斎
宮
で
あ
り
、
即
位
後

に
生
ま
れ
た
娘
で
あ
る
。
即
位
時
点
で
娘
を
斎
宮
に
し
た
例
と
し
て
は

光
孝
天
皇
の
斎
宮
繁
子
内
親
王
が
あ
る
が
、
陽
成
天
皇
が
事
実
上
廃
位

さ
れ
た
直
後
で
あ
る
た
め
光
孝
天
皇
自
身
の
意
思
に
よ
る
か
疑
問
で
あ
っ

て
、
比
較
対
象
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
で
は
文
徳
天

皇
の
斎
宮
晏
子
内
親
王
以
来
で
あ
る
。

(


)
『

大
鏡』

六
十
七
代

三
条
天
皇

120



｢

斎
宮
下
ら
せ
た
ま
ふ
別
れ
の
御
櫛
さ
さ
せ
た
ま
て
は
、
か
た

み
に
見
返
ら
せ
た
ま
は
ぬ
こ
と
を
、
思
ひ
か
け
ぬ
に
、
こ
の
院
は

む
か
せ
た
ま
へ
り
し
に
、
あ
や
し
と
は
見
た
て
ま
つ
り
し
も
の
を｣

と
こ
そ
、
入
道
殿
は
仰
せ
ら
る
な
れ
。

三
条
天
皇
は
当
子
内
親
王
を
伊
勢
に
送
る
際
に
禁
忌
を
犯
し
て
い
る
。

前
例
の
な
い
こ
と
を
す
る
の
は
不
吉
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
河
北
騰

『

大

鏡
全
注
釈』

(
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年)

で
は
三
条
天
皇
の
早
い
退

位
や
斎
宮
密
通
事
件
は
こ
れ
が
原
因
だ
と
し
て
い
る
。

(

�)

久
徳
高
文

｢

藤
原
道
雅
の
恋
―
斎
宮
当
子
内
親
王
を
め
ぐ
っ
て｣

『

椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集』
十
二
号

(

二)

、
一
九
八
一
年
。

(

�)
『

小
右
記』

長
和
二
年
八
月
十
八
日

拾
遺
納
言

(

藤
原
行
成)

云
、
斎
宮
事
不
可
敢
成
、
公
家
懇
切
之

仰
逐
日
殊
甚
、
而
左
府
一
切
不
承
従
、
計
之
有
神
怒
�
、
頻
有
夢

想
、
然
而
不
申
相
府
者
、

『

小
右
記』

長
和
二
年
九
月
五
日

金
吾

(

藤
原
懐
平)

云
、
主
上
依
斎
宮
事
為
左
府
有
不
快
気
、
有

御
夢
想
者
、
不
能
具
記
、

両
日
と
も
、
斎
宮
の
行
事
に
つ
い
て
の
道
長
の
対
応
に
不
快
な
感
情

を
周
辺
に
吐
露
す
る
三
条
天
皇
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
月
十
八
日

条
か
ら
三
条
天
皇
が
斎
宮
行
事
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

(

�)

古
典
総
合
研
究
所
語
彙
検
索
を
使
用
。

http://w
w
w
.genji.co.jp/kensaku.htm

(

�)

前
注

(

�)

に
同
じ
。

(

�)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使

用
。

https://w
w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller

(

�)

長
和
五
年
八
月
二
十
六
日
条

新
斎
宮
入
諸
司
料
絹
遅
進
、
仍
皇
大
后
宮
大
夫
絹
百
五
十
疋
借
渡
、

(

�)

前
注

(

�)

に
同
じ
。

【
史
料
典
拠
一
覧
】

浅
見
和
彦

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
	

十
訓
抄』

小
学
館
、
一
九
九
七

年
。

阿
部
秋
生

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

源
氏
物
語
②』

小
学
館
、
一
九

九
五
年
。

片
桐
洋
一

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集



伊
勢
物
語』

小
学
館
、
一
九
九

四
年
。

黒
板
勝
美

『

公
卿
補
任』

吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
○
年
。

橘
健
二
、
加
藤
静
子

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

大
鏡』

小
学
館
、
一

九
九
六
年
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

『

大
日
本
古
記
録

小
右
記』

岩
波
書
店
、
一
九
八

七
年
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

『

大
日
本
古
記
録

御
堂
関
白
記』

岩
波
書
店
、
一

九
八
四
年
。

山
中
裕

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

栄
花
物
語
①』

小
学
館
、
一
九
九

五
年
。

山
中
裕

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集


栄
花
物
語
②』

小
学
館
、
一
九
九
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七
年
。

山
中
裕

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

栄
花
物
語
③』

小
学
館
、
一
九
九

八
年
。

山
中
裕

『
御
堂
関
白
記
全
註
釈』

高
科
書
店
、
一
九
八
九
年
。

【
参
考
文
献
一
覧
】

(
五
十
音
順)

榎
村
寛
之

『

伊
勢
神
宮
の
歴
史
と
文
化』

塙
書
房
、
二
○
○
九
年
。

榎
村
寛
之

『

律
令
天
皇
制
祭
祀
の
研
究』

塙
書
房
、
一
九
九
六
年
。

片
桐
洋
一

『

伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
第
三
巻』

笠
間
書
院
、
二
○
○
八
年
。

片
桐
洋
一

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
�

大
和
物
語』

小
学
館
、
一
九
九

四
年
。

河
北
騰

『

大
鏡
全
注
釈』

明
治
書
院
、
二
○
○
八
年
。

木
船
重
昭

『

敦
忠
集
注
釈』

大
学
堂
書
店
、
一
九
八
六
年
。

倉
本
一
宏

『

現
代
語
訳

小
右
記』

吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
五
年
〜
。

黒
板
勝
美

『

新
訂
増
補
国
史
大
系
第
六
十
巻
下

尊
卑
分
脈
第
四
篇』

吉
川

弘
文
館
、
二
○
○
一
年
。

高
橋
由
記

｢『

栄
花
物
語』

に
お
け
る
皇
女
の
結
婚｣

『

新
栄
花
物
語
研
究』

風
間
書
房
、
二
○
○
二
年
。

塙
保
己
一

『

群
書
類
従
第
五
輯

系
譜
・
伝
・
官
職
部』

続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
七
九
年
。

原
槇
子

｢

斎
王
物
語
の
形
成
―『

伊
勢
物
語』

と
恬
子
内
親
王
―｣

法
政
大

学
大
学
院
紀
要』

五
七
号
、
二
○
○
六
年
。

服
藤
早
苗

｢

平
安
時
代
―
王
朝
を
支
え
た
皇
女｣

『

歴
史
の
な
か
の
皇
女
た

ち』

小
学
館
、
二
○
○
二
年
。

明
和
町
史
編
さ
ん
委
員
会『

明
和
町
史

斎
宮
編』

明
和
町
、
二
○
○
五
年
。

森
本
茂

『

伊
勢
物
語
全
注
釈』

大
学
堂
書
店
、
一
九
八
一
年
。

安
江
良
介

『

新
日
本
古
典
文
学
大
系
８

後
拾
遺
和
歌
集』

岩
波
書
店
、
一

九
九
四
年
。

山
中
裕

『

人
物
叢
書
新
装
版

藤
原
道
長』

吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
八
年
。

山
中
裕

『

御
堂
関
白
記
全
註
釈』

高
科
書
店
、
一
九
八
七
年
〜
。

山
中
裕

『

御
堂
関
白
記
全
註
釈』

思
文
閣
出
版
、
二
○
○
三
年
〜
。

(

中
京
大
学
文
学
部
在
学
生)
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